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旧規格の手順を見直した。
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⑥-1　検査室（検査・測定装置の管理）　手順書

製品が顧客の規定要求事項に適合していることを実証するための

当社の顧客依頼部品製造及び完成品に適用する。

検査・測定装置（検査、測定器）は管理責任者を定め管理、維持を行う。

検査、測定装置は使用に供する前に、測定器、測定点、測定面に変形、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検査・測定装置の管理手順を明らかにする。

管理責任者は、検査室長とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（又は、教育訓練を行う）

 異常が無いか点検する。

検査、測定には校正基準に合格した検査、測定装置を用いる。

検査・測定装置の取扱いが適切に行われる様に、　周知徹底を図る。

検査、測定装置の校正からの外れが発見された場合、直ちにその検査、測定装置
の使用を中止し校正を行い、過去の検査結果の妥当性を品質管理部門長が評価
し文書にして記録する。（不具合是正処置要求書）

適切なものであることを検証するデータは提供する。

顧客又はその代理人から要求された場合、検査、測定装置が機能的に



タイトル

When who what how

いつまでに 誰が 何を どうする

使用前に点検する⇒ 変形：測定点、測定面 異常：錆び・打痕

START

測定のポイント

記録のポイント

④社内加工分は検査済み図面として品質記録となる

②　経営者は、最終確認を行い、MRのインプット資料にする。

購入予定があれば

MRのインプットにする。

① 検査前に 作業担当者は
あれば検査室長に報告
する。

　　　　　　　　　　　　　　　ペイントで色付けを行う。

②社内校正ができる、スキルは、レベル４以上の者が行う。

　　使用許可が出るまで使用を中止し、勝手に校正を行ってはいけない。

③ 校正の状態を表示するため『校正対象』表を貼付するか、

作業担当者は

測定器の変形・異常が
ないか点検する

購入は検査室長の判断による。

⑥-1　検査室（検査・測定装置の管理）　フロー図

①次工程に渡せるスキルは、レベル3以上の者が行う。

①管理責任者は、検査室長と定め、管理・維持を行う。

②使用者は、変形、異常を発見した場合、速やかに管理責任者に報告する。

③校正された検査・測定装置のみ使用可能とする。

④検査、測定装置の校正からの外れが発見された場合、直ちにその検査、測定装
置の使用を中止し校正を行い、過去の検査結果の妥当性を品質管理部門長が評価
し文書にして記録する。

②測定器の特性を考慮し、使用時には、注意を払う。

③測定器の管理で注意すべきポイントが発見されれば、
全体会議などで周知徹底を図る。

それぞれの測定者が 保管場所に

①測定箇所により、測定装置を選別する。

①使用状態、頻度を考慮し次期、社内校正又は、新たに購入するなどを判断する。

仕入れ先の加工品は、検査済み図面があればそれをを利用する。

　　　　　　　　上記以外や加工品以外は、可能な限り弊社が検証する。

④ 測定後

③・製造では、工程内検査を行い、測定可能な箇所は測定値を記入。

　・品質管理では、社内・仕入れ先において外観検査を主に行う。

　　　※詳細は別途、検査の手順書を参照のこと。

返却する。

② 検査時に
スキルマップレベルの

検査を行い
次工程に渡す。

③ 測定時に それぞれの測定者が
校正された測定器を

使って
寸法検査を行う。

計画

検査・測定
装置の使用

実行

結果

改善


